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（マンション等の集合住宅は不可）

 

不動産の状況によっては対象とできない場合があります。

貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。
※平成21年11月１日以降契約に適用

＊ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員
　である者が属する世帯は借入申込みができません。

世帯の構成が次のいずれかであること
① ： 単身　　② ： 夫婦のみ　　③ ： ①または②と借入申込者もしくは配偶者の親が同居

■貸付限度額／担保となる土地評価額の概ね70％

不動産（土地・建物・私道※持分を有している場合）を担保にします

推定相続人がいない場合は、ご相談ください。

償還期限の翌日より償還が完了するまでの間は、延滞利子（年５％）が発生します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成28年３月１日以降貸付決定に適用

貸付

生活費の不足分の貸付となりま
す。貸付月額についても審査が
あるので、希望額通りに貸付で
きるとは限りません。

希望の月額を借りられますか？

貸付期間中に自宅の屋根の
雨漏りや給湯器の故障など
があった場合、その修繕のた
めの費用を借りることはでき
ますか？

今後も自宅に住み続けるために
必要な修繕費用については、毎
月の貸付額の他に、臨時費用と
して貸付を受けることができます。
そのためには手続きが必要です。

不動産担保型生活資金に関するQ＆A

貸付中に借受人が施設に入
所したり、長期入院して自宅
に住んでいない場合も貸付を
継続できますか？

原則として貸付停止、または解
約となりますが、具体的な対応
は審査の上決定します。

借受人は、契約終了時点（＝死
亡したとき）まで自宅に住み続
けることができます。契約終了
前に限度額に達した場合、貸付
は停止されますが、住み続ける
ことは可能です。但し、限度額到
達以降も貸付利子は発生しま
す。契約終了後、貸付元金とあ
わせて一括償還（返済）してい
ただきます。

夫名義の自宅に夫婦で居住
している場合、夫が亡くなった
後、妻は自宅に住めなくなる
のですか？

夫（借受人）が亡くなった後も、
貸付元利金が貸付限度額に達
していない等の一定の要件を満
たす場合、期日までに妻（配偶
者）が承継契約をすることによ
り、自宅に住み続けることが可
能となります。

借受人の配偶者または双方の
親以外は同居することができま
せん。但し、やむを得ない事情が
ある場合のみ、個別に判断し、事
前に東社協の承認を得られれ
ば、同居が可能です。なお、同居
人は、借受人死亡後、自宅に住
み続けることはできません。 但し解約後措置期間が３ヵ月あ

り、償還期限（返済期限）となる
ため、これまで貸付を受けた元
金と利子を一括で返済していた
だくことになります。

貸付

生活費の不足分の貸付となりま
す。貸付月額についても審査が
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親以外は同居することができま
せん。但し、やむを得ない事情が
ある場合のみ、個別に判断し、事
前に東社協の承認を得られれ
ば、同居が可能です。なお、同居
人は、借受人死亡後、自宅に住
み続けることはできません。 但し解約後措置期間が３ヵ月あ

り、償還期限（返済期限）となる
ため、これまで貸付を受けた元
金と利子を一括で返済していた
だくことになります。

連帯保証人はどのような
役割を担うのですか？

借受人が亡くなった後、償還
（返済）を中心となって担って
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す。
※相続税や売却経費（不動産会社
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亡くなった場合、配偶者は承継す
ることができず、原則として契約
終了となります。

　配偶者が住み続けられるかどうか
は審査があります。

　審査の結果によっては住み続けら
れなくなる可能性があります。
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ため、これまで貸付を受けた元
金と利子を一括で返済していた
だくことになります。

※貸付できる臨時費用としては、家の修繕のため
の費用以外に、貸付契約時の登記等にかかる経
費や医療費等もあります。

※本制度は月々の生活費のための貸付制度であり、
修繕費用等、一時的な費用のみを目的とした貸
付制度ではありません。

※臨時増額は、資金の必要性、貸付金残額等総合
的な観点から審査をします。審査の結果、不承
認となることもあります。

●貸付月額 ８万円の場合
　　⇨　貸付期間は17年11か月

●貸付月額 10万円の場合
　　⇨　貸付期間は14年11か月

●貸付月額 12万円の場合
　　⇨　貸付期間は12年９か月



私道

不動産担保型生活資金の「相談」から「貸付金　交付」までのながれ

（共同担保目録付きのもの）

、
申込者は出生から現在までのすべての戸籍が
必要です。

（３ヶ月以内に発行したもの）

（３ヶ月以内に発行したもの）

※再評価の他、貸付期間中、訪問によ
　る生活状況調査等にも必ずご協力
　いただきます。

※区市町村社協は、上記資料に住宅地図を
　添付して東社協に送付



私道

不動産担保型生活資金の「相談」から「貸付金　交付」までのながれ

（共同担保目録付きのもの）

、
申込者は出生から現在までのすべての戸籍が
必要です。

（３ヶ月以内に発行したもの）

（３ヶ月以内に発行したもの）

※再評価の他、貸付期間中、訪問によ
　る生活状況調査等にも必ずご協力
　いただきます。

※区市町村社協は、上記資料に住宅地図を
　添付して東社協に送付



（マンション等の集合住宅は不可）

 

不動産の状況によっては対象とできない場合があります。

貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。
※平成21年11月１日以降契約に適用

＊ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員
　である者が属する世帯は借入申込みができません。

世帯の構成が次のいずれかであること
① ： 単身　　② ： 夫婦のみ　　③ ： ①または②と借入申込者もしくは配偶者の親が同居

■貸付限度額／担保となる土地評価額の概ね70％

不動産（土地・建物・私道※持分を有している場合）を担保にします

推定相続人がいない場合は、ご相談ください。

償還期限の翌日より償還が完了するまでの間は、延滞利子（年５％）が発生します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成28年３月１日以降貸付決定に適用

貸付

生活費の不足分の貸付となりま
す。貸付月額についても審査が
あるので、希望額通りに貸付で
きるとは限りません。

希望の月額を借りられますか？

貸付期間中に自宅の屋根の
雨漏りや給湯器の故障など
があった場合、その修繕のた
めの費用を借りることはでき
ますか？

今後も自宅に住み続けるために
必要な修繕費用については、毎
月の貸付額の他に、臨時費用と
して貸付を受けることができます。
そのためには手続きが必要です。

不動産担保型生活資金に関するQ＆A

貸付中に借受人が施設に入
所したり、長期入院して自宅
に住んでいない場合も貸付を
継続できますか？

原則として貸付停止、または解
約となりますが、具体的な対応
は審査の上決定します。

借受人は、契約終了時点（＝死
亡したとき）まで自宅に住み続
けることができます。契約終了
前に限度額に達した場合、貸付
は停止されますが、住み続ける
ことは可能です。但し、限度額到
達以降も貸付利子は発生しま
す。契約終了後、貸付元金とあ
わせて一括償還（返済）してい
ただきます。

夫名義の自宅に夫婦で居住
している場合、夫が亡くなった
後、妻は自宅に住めなくなる
のですか？

夫（借受人）が亡くなった後も、
貸付元利金が貸付限度額に達
していない等の一定の要件を満
たす場合、期日までに妻（配偶
者）が承継契約をすることによ
り、自宅に住み続けることが可
能となります。

借受人の配偶者または双方の
親以外は同居することができま
せん。但し、やむを得ない事情が
ある場合のみ、個別に判断し、事
前に東社協の承認を得られれ
ば、同居が可能です。なお、同居
人は、借受人死亡後、自宅に住
み続けることはできません。 但し解約後措置期間が３ヵ月あ

り、償還期限（返済期限）となる
ため、これまで貸付を受けた元
金と利子を一括で返済していた
だくことになります。

※貸付できる臨時費用としては、家の修繕のため
の費用以外に、貸付契約時の登記等にかかる経
費や医療費等もあります。

※本制度は月々の生活費のための貸付制度であり、
修繕費用等、一時的な費用のみを目的とした貸
付制度ではありません。

※臨時増額は、資金の必要性、貸付金残額等総合
的な観点から審査をします。審査の結果、不承
認となることもあります。

●貸付月額 ８万円の場合
　　⇨　貸付期間は17年11か月

●貸付月額 10万円の場合
　　⇨　貸付期間は14年11か月

●貸付月額 12万円の場合
　　⇨　貸付期間は12年９か月



（マンション等の集合住宅は不可）

 

不動産の状況によっては対象とできない場合があります。

貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。
※平成21年11月１日以降契約に適用

＊ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員
　である者が属する世帯は借入申込みができません。

世帯の構成が次のいずれかであること
① ： 単身　　② ： 夫婦のみ　　③ ： ①または②と借入申込者もしくは配偶者の親が同居

■貸付限度額／担保となる土地評価額の概ね70％

不動産（土地・建物・私道※持分を有している場合）を担保にします

推定相続人がいない場合は、ご相談ください。

償還期限の翌日より償還が完了するまでの間は、延滞利子（年５％）が発生します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成28年３月１日以降貸付決定に適用

貸付

生活費の不足分の貸付となりま
す。貸付月額についても審査が
あるので、希望額通りに貸付で
きるとは限りません。

希望の月額を借りられますか？

貸付期間中に自宅の屋根の
雨漏りや給湯器の故障など
があった場合、その修繕のた
めの費用を借りることはでき
ますか？

今後も自宅に住み続けるために
必要な修繕費用については、毎
月の貸付額の他に、臨時費用と
して貸付を受けることができます。
そのためには手続きが必要です。

不動産担保型生活資金に関するQ＆A

貸付中に借受人が施設に入
所したり、長期入院して自宅
に住んでいない場合も貸付を
継続できますか？

原則として貸付停止、または解
約となりますが、具体的な対応
は審査の上決定します。

借受人は、契約終了時点（＝死
亡したとき）まで自宅に住み続
けることができます。契約終了
前に限度額に達した場合、貸付
は停止されますが、住み続ける
ことは可能です。但し、限度額到
達以降も貸付利子は発生しま
す。契約終了後、貸付元金とあ
わせて一括償還（返済）してい
ただきます。

夫名義の自宅に夫婦で居住
している場合、夫が亡くなった
後、妻は自宅に住めなくなる
のですか？

夫（借受人）が亡くなった後も、
貸付元利金が貸付限度額に達
していない等の一定の要件を満
たす場合、期日までに妻（配偶
者）が承継契約をすることによ
り、自宅に住み続けることが可
能となります。

借受人の配偶者または双方の
親以外は同居することができま
せん。但し、やむを得ない事情が
ある場合のみ、個別に判断し、事
前に東社協の承認を得られれ
ば、同居が可能です。なお、同居
人は、借受人死亡後、自宅に住
み続けることはできません。 但し解約後措置期間が３ヵ月あ

り、償還期限（返済期限）となる
ため、これまで貸付を受けた元
金と利子を一括で返済していた
だくことになります。

貸付
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きるとは限りません。

希望の月額を借りられますか？
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亡したとき）まで自宅に住み続
けることができます。契約終了
前に限度額に達した場合、貸付
は停止されますが、住み続ける
ことは可能です。但し、限度額到
達以降も貸付利子は発生しま
す。契約終了後、貸付元金とあ
わせて一括償還（返済）してい
ただきます。

夫名義の自宅に夫婦で居住
している場合、夫が亡くなった
後、妻は自宅に住めなくなる
のですか？

夫（借受人）が亡くなった後も、
貸付元利金が貸付限度額に達
していない等の一定の要件を満
たす場合、期日までに妻（配偶
者）が承継契約をすることによ
り、自宅に住み続けることが可
能となります。

借受人の配偶者または双方の
親以外は同居することができま
せん。但し、やむを得ない事情が
ある場合のみ、個別に判断し、事
前に東社協の承認を得られれ
ば、同居が可能です。なお、同居
人は、借受人死亡後、自宅に住
み続けることはできません。 但し解約後措置期間が３ヵ月あ

り、償還期限（返済期限）となる
ため、これまで貸付を受けた元
金と利子を一括で返済していた
だくことになります。

連帯保証人はどのような
役割を担うのですか？

借受人が亡くなった後、償還
（返済）を中心となって担って
いただくことになります。償
還（返済）方法は、担保不動
産の売却もしくは自己資金に
より一括返済していただきま
す。
※相続税や売却経費（不動産会社
の仲介手数料、譲渡所得税等）
は、相続人（連帯保証人）のご
負担となります。

※貸付限度額に達した後に借受人が
亡くなった場合、配偶者は承継す
ることができず、原則として契約
終了となります。

　配偶者が住み続けられるかどうか
は審査があります。

　審査の結果によっては住み続けら
れなくなる可能性があります。
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